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第１章 計画の概要 
 
 

 

 

 

（１） 計画策定の趣旨と背景 

本市では、２０１２年（平成２４年）１０月に「安城市市民協働推進条例」を施行

しました。この条例の理念に則り、市民、地域団体、市民活動団体、事業者及び市に

よる市民協働のまちづくりを計画的に進めていくため、施策や事業の内容、実施時期、

推進体制を具体的に定めた「第１次安城市市民協働推進計画」（以下「第１次推進計

画」という。）を２０１３年（平成２５年）３月に策定しました。 

昨今、国においては、｢新しい公共」を経て｢共助社会づくり｣という考え方が提唱さ

れ、共助社会づくりに向けた施策が展開されています。その基本とするところは、市

民（=民間）による公益活動の拡大、すなわち多様な担い手のさらなる参加や活動の活

発化を促すことが活力ある社会づくりには極めて重要との考え方です。 
 
 

共助社会づくりの推進について 

「個人の多様な価値観や意思が尊重されながら、新たな『つながり』が構築

され、全員で作り上げていく社会」の実現 

日本経済の再生及び地方の創生を進めていくにあたっては、自分のことは自分で

行うという「自助」の精神に立ちながらも、身近な分野で多様な主体が、共に助け

合い、支え合うという「共助」の精神で活動することが重要。 

※共助社会づくりの推進について～新たな「つながり」の構築を目指して～ 

（２０１５年（平成２７年）３月１２日／共助社会づくり懇談会（内閣府）） 
 
 

本市が２０１３年（平成２５年）３月に策定した第１次推進計画では、市民活動に

対する財政的支援に向けた制度の創設、市民協働を理解し推進できる人材の育成など、

市民協働のまちづくりを推進する上でのスタートアップのための事業に重点的に取

り組んできました。 

第１次推進計画の計画期間は２０１７年度（平成２９年度）で終了しました。第１

次推進計画で取り上げた施策・事業の中には着実に成果を上げたものもありますが、

一方で、この５か年では道半ばで十分な成果を得られなかった取り組みがあった点も

否定できません。 

加えて、２０１６年（平成２８年）４月からは、『協働の視点』を計画の特徴に掲げ

た「第８次安城市総合計画」がスタートし、協働によるまちづくりをさらに推進して

１ 計画の基本事項 
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いくことが必要となりました。 

本計画は、こうした現状を踏まえ計画内容を全面的に見直し、「第２次安城市市民

協働推進計画」（以下「本計画」という。）として策定したものです。 

（２） 計画の位置づけ 

本計画は、「安城市市民協働推進条例」第８条及び第９条の規定に基づき策定して

います。 

なお、本計画は、「安城市自治基本条例」、「安城市市民参加条例」の理念に則り、ま

た「第８次安城市総合計画」の個別計画として、本市の市民協働の推進を総合的・横

断的に図る計画となります。 
 
 
 
 
 

市民が主役の自治の実現を図るために、市民参加と協働

によるまちづくりを進めていくことを定めています。 

 
 
 
 

積極的な行政情報の提供により、市民参加の機会を広げ、

市民が主体的に行政に関与できるまちづくりを目指し、

市政への市民参加の具体的手続きを定めています。 

 
 
 
 

市民協働の基本理念や担い手の役割など、市民協働の推

進に関する基本的な事項を定めています。 

 

 

■ 期間 ――― ２０１６年度（平成２８年度）～２０２３年度 

■ 特徴 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（策定の視点）  (1)協働の視点 (2)横断的視点 

「協働の視点」を計画の特徴の一つに掲げています。 

（計画の役割）  (1)戦略型の計画 (2)実効性 (3)個別計画との整合性 

■ 基本理念 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「市民一人ひとりが生活の豊かさとともに幸せを実感できるまち」の形成をまちづく

りの基本理念と位置づけています。 

“豊かさ”とともに“幸せ”を実感できる５つの要素「５K」 

健康（Kenko）、環境（Kankyo）、経済（Keizai）、きずな（Kizuna）、こども（Kodomo） 

■ 目指す都市像 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

第８次安城市総合計画では、５つの要素のうち｢健康｣を軸に据え、｢健幸｣のまちづくり

を推進していきます。 

（目指す都市像） 幸せつながる健幸都市 安城 

 

 

 

安城市自治基本条例 
２０１０年（平成２２年）４月施行 

安城市市民参加条例 
２０１１年（平成２３年）４月施行 

安城市市民協働推進条例 
２０１２年（平成２４年）１０月施行 

第８次安城市総合計画 
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安城市市民協働推進条例 

（市の役割） 

第８条 市は、市民協働の推進のための環境整備に取り組み、総合的に施策を策定し、
及び実施するものとする。 

（市の基本施策） 

第９条 市は、前条の規定に基づき、次に掲げる施策を策定し、及び実施するものと
する。 

（１）人材の育成に関すること。 

（２）活動場所の充実に関すること。 

（３）財政的支援に関すること。 

（４）情報の収集及び提供に関すること。 

（５）前各号に定めるもののほか、市民協働を推進するために必要なこと。 

 

（３） 計画の期間 

本計画の期間は、２０１８年度（平成３０年度）から２０２３年度までの６年間と

します。また、計画期間中であっても、今後の社会経済情勢の変化や、国、県及び市

における市民協働の進捗状況を考慮し、施策などの見直しを検討していくものとしま

す。 
 

年度（西暦） 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

第７次安城市総合計画 

２００５年度（平成１７年度）〜 

２０１５年度（平成２７年度） 

第８次安城市総合計画 

２０１６年度（平成２８年度）〜 

２０２３年度 

 

第１次 
安城市市民協働推進計画 
２０１３年度（平成２５年度）〜 

２０１７年度（平成２９年度） 

 

第２次 
安城市市民協働推進計画 

２０１８年度（平成３０年度）〜

２０２３年度 
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本計画に使用する重要な用語について、条例では次のとおり定義されています。 

【市民協働】 

 

【市民活動】 

 

【市民】 

 

【地域団体】 

 

【市民活動団体】 

 

【事業者】 

 

 市民、地域団体、市民活動団体、事業者及び市が地域の課題を解決するた

めに、それぞれの特性を生かして補完し合い、協力することをいう。 

 営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動であって、次のいずれにも

該当しないものをいう。 

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを

主たる目的とするもの 

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目

的とするもの 

ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定

する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者

を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれ

らに反対することを目的とするもの 

 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う者

（法人その他の団体を含む。）をいう。 

 町内会等地域で生活することを縁とした団体をいう。 

 （例：町内会、ＰＴＡ、老人クラブ、子ども会など） 

 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。 

 （例：市民活動センター登録団体など） 

 営利を目的とする事業を営む個人又は法人をいう。 

２ 用語の説明 
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第２章 市民協働のまちづくりの現状と課題 
 
 

 

 
 

市民意向を反映した計画づくりに向けて、２０１６年（平成２８年）７月に実施し

た「市民協働に関するアンケート（市民向け）」の結果から、市民の視点からみた市民

協働のまちづくりの現状と課題について整理すると、以下の７点です。 
 
 

【市民協働に関するアンケート調査（市民向け）の実施概要】 

○調査対象：安城市在住の１６歳以上の男女（無作為抽出） 

○調査方法：行政連絡員による配布と郵送による回収 

○調査時期：２０１６年（平成２８年）７月 

○回収状況：配布数２，０００票に対して、無効票を除いた有効回収数は１，０３９票で

有効回収率は５２．０％ 

 
 

市民の視点からみた市民協働のまちづくりの現状と課題 

①市民協働に関する知識や理解を深めるためには、引き続き市民活動への参加の

機会を提供し続けることが必要（図 2-1-1、図 2-1-2） 

②潜在的なボランティア・ＮＰＯ参加需要者は約４割あり、この顕在化が課題 

（図 2-1-3） 

③町内会とボランティア･ＮＰＯ等との協働が望ましいと考える市民は６割以上 

（図 2-1-4） 

④引き続き多様な市民参加の機会の確保が必要（図 2-1-5） 

⑤施策展開における市民協働の機会拡大が課題（図 2-1-6） 

⑥２０歳代や３０歳代の若い世代、新住民の町内会加入が課題（図 2-1-7、2-1-8） 

⑦町内会の改善すべき点は、主に人材面（図 2-1-9） 

 

 

  

１ 市民の視点からみた市民協働のまちづくり 
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①市民協働に関する知識や理解を深めるためには、引き続き市民活動への参

加の機会を提供し続けることが必要 

自治基本条例、市民参加条例、市民協働推進条例の認知度は、それぞれ２４．１％、

２２．４％、１７．９％と低い水準にとどまっています（図 2-1-1）。 

しかし、ボランティアやＮＰＯ等の参加経験がある人の方が条例などに対する認

知度が高い傾向にあり（図 2-1-2）、市民活動に参加することで、自然と市民協働に

関する知識や理解を深めていただいていたと考えられます。したがって市民に市民

協働に関する知識や理解を深めていただくため、引き続きボランティアやＮＰＯ等

への参加の機会を提供し続けることが必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-1-1 自治基本条例等の認知度 

0 20 40 60 80 100

自治基本条例の認知度

市民参加条例の認知度

市民協働推進条例の認知度

協働という言葉の認知度

3.1

4.3

2.6

14.6

21.0

18.1

15.3

23.7

74.3

75.9

80.6

59.7

1.6

1.6

1.5

2.0

(%)

内容をある程度知っている

内容はわからないが、聞いたことがある

知らない

回答なし

n=1,039

n=1,039

n=1,039

n=1,039

0 20 40 60 80 100

全体

現在参加または
これまで参加したことがある

これまで参加したことはないが
今後は関わってみたい

これまで参加したことはなく
今後も関わるつもりはない

2.6

6.7

2.6

0.8

15.3

27.2

14.5

8.9

80.6

65.6

82.5

88.5

1.5

0.4

0.4

1.8

(%)

内容をある程度知っている

内容はわからないが、聞いたことがある

知らない

回答なし

n =

1,039

224

234

514

図 2-1-2 ボランティア等の参加経験・意向別 
「市民協働推進条例の認知度」 
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②潜在的なボランティア・ＮＰＯ参加需要者は約４割あり、この顕在化が課題 

約４割の市民がボランティアやＮＰＯ活動に今後関わってみたい（あるいは今後

も関わっていきたい）と考えています。特に現在は活動していないが、今後は関わ

っていきたいと考えている「潜在的なボランティア・ＮＰＯ参加需要者」を顕在化

していくことが求められます。（図 2-1-3） 

活動分野別の市民の関心については、｢子育て支援｣や｢健康づくり｣、「生涯学習」、

「防犯・交通安全」、「防火・防災」、「高齢者介護の支援（見守り・サロン）」などに

対する参加の意欲が高いことがわかります。（図 2-1-4）。 

図 2-1-3 年齢別「ボランティア･ＮＰＯ活動等への関わり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 20 40 60 80 100

全体

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

10.2

4.9

3.2

6.3

7.5

10.7

12.9

13.1

1.0

2.1

0.9

0.5

0.8

1.5

6.3

7.3

5.3

5.1

8.5

7.3

8.3

3.4

4.1

4.9

5.3

1.3

5.7

2.4

2.9

6.3

22.5

43.9

29.8

27.8

22.6

26.3

22.8

11.9

49.5

36.6

45.7

50.6

53.8

49.8

49.0

50.4

6.4

2.4

8.5

8.9

0.9

2.9

3.3

13.4

(%)

現在参加しており、今後も続けていきたい

現在参加しているが、今後はやめたいと思っている

これまで参加したことがあり、今はやめているが、今後また関わってみたい

これまで参加したことはあるが今はやめており、今後も関わるつもりはない

これまで参加したことはないが、今後は関わってみたい

これまで参加したことはなく、今後も関わるつもりはない

回答なし

n =

1,039

41

94

79

106

205

241

268
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図 2-1-4 これまでに参加したことがある活動と今後行いたい活動の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③町内会とボランティア･ＮＰＯ等との協働が望ましいと考える市民は６割以上 

｢内容によって、お互いが役割分担し､協力するのがよい｣が６２．５％を占めて

おり、多くの市民が協力関係をもって役割分担していくことを望んでいます（図 2-

1-4）。 

図 2-1-4 町内会とボランティア･ＮＰＯ等との役割分担 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 20 40 60 80 100

全体

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

9.2

4.9

5.3

8.9

6.6

6.8

8.7

14.9

4.2

2.4

5.3

3.8

5.7

3.4

2.9

5.6

62.5

63.4

74.5

58.2

71.7

69.3

61.4

51.1

2.5

1.1

2.5

0.9

1.0

5.8

1.9

19.5

29.3

13.8

24.1

15.1

17.6

18.7

23.1

0.6

1.3

1.5

0.4

0.4

1.4

1.3

0.5

2.1

3.0

(%)

町内会が主に行うのがよい

ボランティア・ＮＰＯ等が主に行うのがよい

内容によって、お互いが役割分担し、協力するのがよい

同じ目的のことでも、それぞれが別々に行うのがよい

わからない

その他

回答なし

n =

1,039

41

94

79

106

205

241

268

0 20 40 60 80 100

全体

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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5.6
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51.1

2.5

1.1

2.5

0.9
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内容によって、お互いが役割分担し、協力するのがよい

同じ目的のことでも、それぞれが別々に行うのがよい

わからない

その他

回答なし
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79
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防犯・交通安全
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若者のひきこもりの問題
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上：これまでに参加したことがある活動

下：今後行いたい活動（今後は参加する＋今後も参加する）
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④引き続き多様な市民参加の機会の確保が必要 

市政への参加意向を示している人は、市政への参加経験のある人を上回っており、

参加意欲のある市民は７割近くいます（図 2-1-5）。引き続きアンケートをはじめと

した多様な市民参加の機会を提供していく必要があります。 

図 2-1-5 「市政への参加経験」と「市政への参加意向」 
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審議会、懇話会などの委員になる

説明会などに出席して意見を述べる

ワークショップに参加して議論する

アンケートなどに回答する

市長への手紙で意見を提出する

パブリックコメントで意見を提出する

その他

市政に参加したことはない
市政に参加したいとは思っていない

回答なし

2.6

4.3

2.9

38.3

1.5

1.5

1.1

54.1

2.9

1.9

9.6

6.3

54.2

3.5

7.5

1.8

26.3

5.9

上：市政への参加経験

下：市政への参加意向

（％）
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⑤施策展開における市民協働の機会拡大が課題 

｢生活安全－地域パトロールなど交通安全や防犯に関すること（６６．５％）｣や

｢防災･減災－防災訓練など地域防災力の向上に関すること（６１．２％）｣、｢農業

－地元特産物の地産地消、食育に関すること（５８．７％）｣、｢観光－安城七夕ま

つりの魅力発信に関すること（５７．０％）｣、｢環境－環境美化や自然保全に関す

ること（５６．６％）｣など、生活安全や防災･減災、農業、観光、環境など、幅広

い分野にわたって、安城市と市民が協働して行うべきとの回答が得られています

（図 2-1-6）。こうした分野の市民協働の機会拡大が課題であると言えます。 

図 2-1-6 「安城市と市民が協働して行うべき」の回答割合 
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生活安全-地域パトロールなど
交通安全や防犯

防災・減災-防災訓練など
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環境-環境美化や自然保全

農業-市民農園や農業体験

健康-健康づくりに取組む仲間づくり

環境-ごみ減量やリサイクル

防災・減災-転倒防止や防災
減災意識の向上

スポーツ-生涯親しむことができる活動

健康-健康づくりの啓発活動

生涯学習-生涯学習を通じた
地域の絆づくり

地域福祉-高齢者の地域生活支援

商工業-中心市街地の賑わい創出

生活安全-消費者の安全の確保

地域福祉-障がい者や子育て世代への
地域生活支援

都市基盤-公園整備や緑化など

文化・芸術-歴史や伝統文化の継承

参加と協働-男女共に
活躍できる社会の実現

生涯学習-地域資源を活かした
生涯学習機会の提供

子育て-子育てを担う保護者への支援

参加と協働-外国人住民との
共生や国際交流

観光-観光資源の活用や新たな創出

スポーツ-指導者の育成

子育て-幼稚園、保育園
児童クラブの充実

都市基盤-バリアフリーや空き家対策

文化・芸術-文化芸術の鑑賞機会の
提供や情報発信

商工業-就業環境の向上や女性の再就職

学校教育-特別な支援を必要とする
児童生徒のサポート

学校教育-地球規模化する
社会に適応できる人材育成

66.5

61.2

58.7

57.0

56.6

56.6

55.1

53.5

52.7

52.6

51.7

50.8

50.7

47.8

47.5

47.0

44.1

43.2

42.8

41.3

40.3

40.0

39.3

38.0

37.7

37.2

36.7

35.7

34.8

31.4

（％）

カテゴリ２：安城市と市民が協働して行う（n=1,039）
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⑥20歳代や 30歳代の若い世代、新住民の町内会加入が課題 

町内会に｢加入している｣は約８割（８２．７％）ですが、年齢別にみると２０歳

代･３０歳代での加入率が低く、居住年数別にみると、１０年未満の加入率が顕著

に低くなっています（図 2-1-7、図 2-1-8）。 

図 2-1-7 年齢別「町内会への加入状況」 

 

図 2-1-8 居住年数別「町内会への加入状況」 
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⑦町内会の改善すべき点は、主に人材面 

町内会活動の改善すべき点については、｢町内会役員･当番等の負担が多すぎる｣

と｢活動の担い手（人材）がいない｣が上位を占めています（図 2-1-9）。 

図 2-1-9 年齢別「町内会の改善すべき点」 
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市民意向を反映した計画づくりに向けて、２０１６年（平成２８年）７月に実施し

た「市民協働に関するアンケート調査（町内会向け）」の結果から、町内会の視点から

みた市民協働のまちづくりの現状と課題について整理すると、以下の４点です。 

 

【安城市 市民協働に関するアンケート（町内会向け）の実施概要】 

○調査対象：安城市内の全７９町内会 

○調査方法：行政連絡員による配布と郵送による回収 

○調査時期：２０１６年（平成２８年）７月 

○回収状況：配布数７９票に対して、回収数は６６票で有効回収率は８３．５％ 

 

町内会の視点からみた市民協働のまちづくりの現状と課題 

①様々な加入促進策を実施しているものの、依然として町内会の加入率の向上が

課題（図 2-2-1） 

②「防火・防災」をはじめとした多様な町内会活動が行われており、しかも前回

調査と比べて地域福祉活動が大幅に増加するなど町内会活動は全般的に活発化 

                              （図 2-2-2） 

③役員に関する課題をはじめとして、すべての町内会が活動を行う上での多様な

課題を抱えており、課題は地域的に拡大（図 2-2-3） 

④他団体との協働のメリットを実例的に示していくことが協働の輪を図る上での

課題（図 2-2-4、2-2-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 町内会の視点からみた市民協働のまちづくり 
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①様々な加入促進策を実施しているものの、依然として町内会の加入率の向

上が課題 

多くの町内会で、「未加入世帯や転入者に口頭で加入を呼びかけている」や「賃貸

住宅のオーナーや管理会社に加入を呼びかけている」など、町内会への加入を促進

するための取組を実施していますが、町内会の加入率について「ほぼ横ばいである」

が前回調査に比べて９．１ポイント増加し、５９．１％と過半数を占めており、苦

戦している状況が伺えます（図 2-2-1）。 

 

図 2-2-1  町内会への加入率の増減 

 

 

  

0 20 40 60 80 100

平成２８年調査

平成２４年調査

4.5

8.8

21.2

26.5

59.1

50.0

4.5

8.8

3.0
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②「防火・防災」をはじめとした多様な町内会活動が行われており、しかも前回

調査と比べて地域福祉活動が大幅に増加するなど町内会活動は全般的に

活発化 

「防火・防災」や「清掃・衛生」、「高齢者介護の支援（見守り、サロン活動等）」、

「防犯・交通安全」がいずれも９割以上の町内会で行われています。 

２０１２年（平成２４年）に比べて、「高齢者介護の支援（見守り、サロン活動

等）」と「障害者の支援」の活動を行う町内会が大幅に増えるなど、課題解決型の活

動が浸透しつある状況がうかがえます（図 2-2-2）。 

図 2-2-2 町内会で取り組んでいる活動内容 
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※H24は該当カテゴリなし

※H24は該当カテゴリなし
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③役員に関する課題をはじめとして、すべての町内会が活動を行う上での多様

な課題を抱えており、課題は地域的に拡大 

「役員の負担が多い」をはじめ、「役員のなり手が不足している」や「市から依頼

事項が多い」、「役員が高齢化している」など、全般的に役員に関することが町内会

活動を行う上での主な課題としてあげられています。 

「活動・行事がマンネリ化している」や「役員のなり手が不足している」、「会員

（地域全体）が高齢化している」、「役員が高齢化している」など、前回調査に比べ

てポイントアップしている課題の方が多く、活動上の課題が地域的に拡大してきて

いる状況がうかがえます（図 2-2-3）。 

図 2-2-3 町内会活動の課題 
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④他団体との協働のメリットを実例的に示していくことが協働の輪を図る上で

の課題 

他の団体と「協働したくない」という町内会は僅か６．１％にとどまっているの

に対して、「協働したい」という町内会は４５．５％と半数近くを占めています。一

方で「メリット、デメリットがあり、どちらとも言えない」と回答した町内会が３

９．４％あります。言い換えればこれらの町内会については、メリットがあること

が理解できれば、協働して活動したいという意欲があるともいえます。他団体との

協働のメリットを実例的に示していくことが今後の課題であるといえます。 

（図 2-2-4） 

図 2-2-4 他団体との協働意向 
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市民意向を反映した計画づくりに向けて、２０１６年（平成２８年）７月に実施し

た「市民協働に関するアンケート調査（市民活動団体向け）」の結果から、市民活動団

体の視点からみた市民協働のまちづくりの現状と課題について整理すると、以下の７

点です。 
 

【安城市 市民協働に関するアンケート（市民活動団体向け）結果概要】 

○調査対象：市民活動センター及び社会福祉協議会ボランティアセンターに団体登録して

いる、市民活動団体 418団体 

○調査方法：郵送及び行政連絡員による配布、郵送による回収 

○調査時期：２０１６年（平成２８年）７月 

○回収状況：配布数４１８票に対して、回収数は２８４票で有効回収率は６７．９％ 

 

市民活動団体の視点からみた市民協働のまちづくりの現状と課題 

①人材・活動の場所・資金・情報の４つの経営資源のうち、「メンバーが高齢化し

ている」など人材面の課題を抱えている団体が最も多い（図 2-3-1～2-3-4） 

②資金面で自立した活動を展開する市民活動団体の育成が課題（図 2-3-5、2-3-6） 

③最新な情報が入手できるようネット情報の充実と市民活動団体のＩＣＴスキル
※の向上が課題（図 2-3-7） 

④「人材育成の実施」に対する支援要望がこの４年間で大きく拡大しており、「市

民活動団体同士を結びつけ協働を作り出すことのできる人材を養成する講座」

などのより一層の充実が課題（図 2-3-8） 

⑤市民交流センターの機能の充実と利用促進が課題（図 2-3-9） 

⑥市民活動団体と地域団体など多様な協働関係が生まれるような支援が課題 

（図 2-3-10） 

⑦市民活動補助制度のより一層の周知が課題（図 2-3-11） 
 

※ＩＣＴスキル：ＩＣＴとは、情報処理や通信に関連する技術、産業、設備、サービスなどの総称です。

スキルとは、技術的な能力です。ここでは、パソコンやインターネットを使いこなし

ていく能力のことをさしています。 

①人材・活動の場所・資金・情報の４つの経営資源のうち、「メンバーが高齢化

している」など人材面の課題を抱えている団体が最も多い 

「特にない」と「回答なし」を除いた残りの４６．９％の市民活動団体が｢活動の

ための道具を置く場所が不足している｣や｢電話･郵便物などを受ける決まった窓口

（連絡先）がない｣など、場所などに関する何らかの課題を抱えています（図 2-3-

1）。また、同様に４９．３％の市民活動団体が｢会費や入会金が増えない｣や｢自主的

な事業活動による収入が増えない｣、｢収入が安定しない｣など、資金に関する課題

を抱えています（図 2-3-2）。さらに、７３．６％の市民活動団体が｢活動に参加し

たい人の情報が得にくい｣や｢自分たちの活動を効果的に広める方法がない｣、｢活動

を必要とする人や施設の情報が得にくい｣など、情報面での何らかの課題を抱えて

３ 市民活動団体の視点からみた市民協働のまちづくり 
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います（図 2-3-3）。 

対して、人材面での何らかの課題を抱えている市民活動団体は８５．２％と、場

所や資金に関する課題を抱えている市民活動団体を大きく上回っています。中でも、

｢メンバーが高齢化している｣（４７．２％）や｢新しいメンバーがなかなか入ってこ

ない｣（４６．５％）などが多くの市民活動団体の課題になっています（図 2-3-4）。

このように、活動の場所や資金面以上に、情報面の課題を抱えている市民活動団体

が多く、それ以上に人材面の課題を抱えている市民活動団体が多い状況です。 

図 2-3-1 場所に関する課題 
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図 2-3-2 資金に関する課題 

 

図 2-3-3 情報に関する課題 
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図 2-3-4 人材に関する課題 

 

②資金面で自立した活動を展開する市民活動団体の育成が課題 

６割近くの団体は｢会費･入会金｣を得て活動しています。また、｢行政機関からの

補助金･助成金｣を受けている団体も２８．９％みられます。 

一方、｢自主的な事業活動による収入｣を得ている団体が１３．０％（３７団体）、

｢行政機関からの業務委託など｣が７．４％（２１団体）で、少数ではありますが事

業活動から収入を得ている団体が一定程度存在しますが、民間団体からの業務委託

は１．１％と僅かです。また、民間からの補助金・助成金も５．３％にとどまって

います（図 2-3-5）。 

また、ＮＰＯやボランティア団体自身が実施する必要があると考えている取組と

して、｢活動の運営基盤と強化し安定性を高める｣を４１．２％（１１７団体）の団

体があげています（図 2-3-6）。 
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図 2-3-5 資金の調達先 

 
図 2-3-6 市民活動団体にとっての必要な取組 
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③最新な情報が入手できるようネット情報の充実と市民活動団体のＩＣＴスキル

の向上が課題 

活動に必要な情報の入手先としては、｢市広報｣がもっとも多く６割以上の団体が

回答しています。このほかでは、｢あんじょう社協だより｣、｢わくわく通信（市民交

流センター季刊誌）｣に比較的多数の回答があり、いずれも紙媒体からの情報入手

が中心となっています（図 2-3-7）。 

 

図 2-3-7 活動に必要な情報の入手先 
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④「人材育成の実施」に対する支援要望がこの４年間で大きく拡大しており、

「市民活動団体同士を結びつけ協働を作り出すことのできる人材を養成する

講座」などのより一層の充実が課題 

ＮＰＯやボランティア団体に対する支援としては、｢経済的支援（補助金等）｣、

｢団体の活動を支援する機能や活動拠点｣もさることながら、｢市民活動の担い手の

育成などの人材育成の実施｣も強く望まれています。特に、人材育成の実施につい

ては、支援が必要とする意見が４年前と比べると大きく拡大しています。 

また、人材育成講座の内容として、｢新たに市民活動を始めようとする人材を養

成する講座｣以上に、｢市民活動団体同士を結びつけ協働を作り出すことのできる人

材を養成する講座｣が強く求められています（図 2-3-8）。 

図 2-3-8 必要な人材育成講座 

 

⑤市民交流センターの機能の充実と利用促進が課題 

市民交流センターを「利用していない」という団体は４年前の２５．７％から３

８．７％に増加しています（図 2-3-9）。 

このため、市民交流センターが市民活動団体にとってより魅力的で利用したくな

るような施設として充実を図る必要があると考えられます。 

図 2-3-9 市民交流センターの利用状況 
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⑥市民活動団体と地域団体など多様な協働関係が生まれるような支援が課題 

今後、他団体との協働を進めたいという市民活動団体は、５１．１％います（図

2-3-10）。多様な主体同士の協働は相乗効果を生むことが期待されることから、市

民活動団体同士や地域団体同士、市民活動団体と地域団体をマッチングする機会の

充実とマッチングができる人材の育成・確保を図ることが求められます。 

図 2-3-10 他団体との協働意向 

 

 

⑦市民活動補助制度のより一層の周知が課題 

安城市市民協働推進計画スタートアップ・プログラムの一つとして市民活動補助

制度をスタートさせましたが、その認知度は、５６．７％にとどまっています（図

2-3-11）。 

制度の周知を図っていくことが課題です。また、より使い勝手のよい制度となる

よう再検討していくことも求められます。 

図 2-3-11 市民活動補助制度の認知度合い 
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第１次推進計画では、「①人づくり」、「②普及啓発とそのためのツールづくり」、「③

財政的支援」の３つの観点から、「職員向けの市民協働研修事業」と「協働のまちづく

り人材養成講座事業」、「『協働事業事例集』発行事業」、「市民活動補助事業」の 4 つ

の事業で構成されるスタートアップ事業を着実に推進し、次に示すような成果を達成

しました。 

【安城市市民協働推進計画の主な達成状況】 

①市民活動補助制度が創設（２０１３年度） 

○市民提案型事業や行政提示型事業によって市民活動や市と市民の協働事業が進展 

○公開成果報告会の開催を通じて活動成果を共有 

②市民協働推進基金（マッチングギフト方式）の創設（２０１３年度） 

③まちづくり人養成講座（初級編・中級編）の開催（２０１３～２０１６年度） 

○修了生を核として、任意団体『安城市市民協働サポータークラブ』が発足。 

○団体と団体を結びつけるマッチング機能を果たす中間支援組織として期待 

④協働事業事例集『協働ハンドブック あんじょう「コネクト」』発行（２０１３年度） 

○行政との協働事業として作成され、ＨＰにもアップロード。 

⑤職員向け市民協働研修の開催（２０１３～２０１４年度） 

○｢職員向け研修｣及び｢まちづくり人養成講座｣を修了した職員数約４０名。 
 

しかしながら、これまでで整理した事項などを踏まえると、以下のような事項が今

後に向けての主要課題としてあげられます。 

【安城市における協働推進の今後に向けての主要課題】 

①潜在的なボランティア活動やＮＰＯ活動への参加希望者の顕在化 

（参加のきっかけづくり） 

②団体と団体を結び付け多様な協働を作り出す人材の継続的な育成とその後の活躍の

場の提供 

③団体と団体を結び付け多様な協働を作り出すコーディネート機能の充実 

④自立した市民活動の継続に必要な、地域課題及び組織運営に関する専門性を有する

市民活動団体の育成 

⑤ボランティア活動やＮＰＯ活動への参加促進を通じた市民協働に関する知識や理解

の促進 

⑥多様な市民ニーズとより困難な地域課題に応えていくための、地域団体・市民活動

団体・事業者などの多様な主体による市民協働の促進 

⑦計画の成果を把握するための指標を設けること 

 

４ 計画の主な達成状況と主要課題 
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第３章 安城市がめざす市民協働の姿 
 
 

 

 

（１） 市民協働推進計画の基本目標 

安城市市民協働推進条例では、「市民協働によるまちづくりの推進」を目的に掲げ

ており、本計画はその目的を達成するための計画です。本計画においても、その目的

を達成するために「市民協働によるまちづくりの実現」を基本目標としてとして描き、

市民協働を推進していくこととします。 

また、条例では、以下のように基本理念を設定しています。本計画においても引続

きこの基本理念に基づき、市民協働を推進していくこととします。 

基本目標 市民協働によるまちづくりの実現 
 

（２） 第２次計画策定の重要ポイント 

前ページの「安城市における協働推進の今後に向けての主要課題」で整理した主要

課題を踏まえ、本計画は、次の４つの重要ポイントを掲げて策定しました。 

１．成果指標の設定 
計画の成果を把握するため、基本方針ごとに数値目標を設定し、これに基づき計画

的に施策・事業を推進します。 

２．自立した市民活動 
専門性が高く、経済的にも自立した組織基盤がしっかりとした市民活動団体に発展

していくための支援に力を入れます。 

３．市民活動団体と市との協働の更なる推進 
主要課題を解決するため、これまで以上に大きな成果が期待される施策・事業を中

心に、市民活動団体と市との協働を進めます。 

４．団体同士の協働の促進 
より深刻化し、困難になってきている様々な地域課題の解決に向け、地域団体と市

民活動団体、地域団体と事業者、地域活動団体と事業者、地域団体同士、市民活動団

体同士など、多様な協働を促進します。 

 

安城市市民協働推進条例 
（基本理念） 

第３条 市民協働は、次に掲げる理念にのっとり推進するものとする。 

（１）互いに自立し、自主的に行動すること。 

（２）互いを尊重し、対等な関係を保つこと。 

（３）互いの考えを理解するよう努め、特性を生かすこと。 

（４）目標を共有し、その達成に努めること。 

（５）情報の公開に努め、透明性を確保すること。 

（６）活動を互いに評価し、改善に努めること。 

１ 基本目標と第２次計画策定のポイント 
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【基本方針１】 

市民協働の担い手の 

育成・活用 

 

●市民活動を支える土台は人材（人財）です。このた

め、市民活動の参加のきっかけとなる多様な情報

や機会、市民活動に関する様々な学習機会を提供

するとともに、市民が市民活動を支え合い、育て合

う輪を広げます。 

●市民協働に関する市職員の意識改革・スキルアッ

プを図るための研修の実施や市職員の市民活動へ

の主体的参加を促進することを通じて、市民と共

に考え、共に汗を流すという職員を育成します。 
 

 

【基本方針２】 

活動場所の充実と団体 

に対する支援の充実 

 

●市民協働や市民活動を活性化するには、市民活動団

体が会議や作業などの活動をする場が必要不可欠

です。そこで、団体の活動拠点施設がより一層使い

やすい施設となるよう管理・運営するとともに、市

民活動の支援拠点施設間の連携を強化し、支援機能

の充実を図ります。 

●多様な形の協働による地域課題解決に向けた公益

活動が市内各所に広がり、定着していくようにする

ため、市民活動団体や地域団体、事業者など様々な

主体による活動が活性化し、相互に結びつくことが

できる交流・対話の機会の提供や支援を進めます。 
 

 
 

【基本方針３】 

財政面と組織面の支援 

 

●市民協働や市民活動を進めていく上で、活動資金の

確保や組織体制の強化が必要不可欠です。このた

め、財政的側面と組織基盤強化という側面から、市

民活動の発展的な展開と組織力の強化及び組織運

営の自立を支援します。 
 

 

 

 

 

２ 基本方針 
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【基本方針４】 

情報の収集及び発信 

 

 

●市民協働を進めるためには、市民活動に対する多く

の市民の理解が必要不可欠です。このため、多様な

手法・媒体を通して、市の協働事業や市民活動や市

民協働に関する情報をわかりやすく提供すること

で市民の協働意識の醸成を図ります。 

●また、事例紹介やフォーラムなどの開催を通じて、

地域課題解決型の市民協働や市民活動の必要性や

意義などに関する理解促進を図ります。 
 

 

 

【基本方針５】 

市民協働による健幸 

（ケンサチ）のまちづくりの

推進 

 

●本市の将来像「幸せつながる健幸都市 安城｣の実

現に向けて、市はもとより、市民、地域団体、市民

活動団体、事業者などといった多様な主体が相互に

助け合い、支え合いながら推進する事業の展開を促

します。 

●そのため、市民活動団体と市との協働の機会を積極

的に増やすとともに、多様な協働を促進していくた

めの情報提供、マッチング機会の提供、活動支援な

どの施策･事業を推進します。 
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第４章 市民協働推進のための施策 
 
 

 

本章では、第３章で掲げた５つの基本方針に沿って、本計画期間内に進めていく施

策と推進事業を体系的かつ具体的に提示します。 

また、第３章で示した第２次計画策定の重要ポイントをふまえ、推進事業のうち、

これまで進めてきた市民協働をもう一歩成長（ステージアップ）させていく意図を持

ち、チャレンジしていく事業や、新規性のある事業を「ステップアップ事業」と位置

づけます（★印で表記）。そして、基本目標の実現に向けた積極的な施策・事業展開を

図ります。 

計画の推進にあたっては、町内福祉委員会といった地域団体との協働により地域福

祉活動を進めている安城市社会福祉協議会の活動を欠かすことはできません。そのた

め、本計画では、社会福祉協議会が進める施策・事業のうち、本計画との関連性が強

いものを「社会福祉協議会の関連事業」として扱い、安城市社会福祉協議会と連携し

て市民協働を推進します。 
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基本目標  重要ポイント  基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針３】 

財政面と組織面の支援 

【基本方針２】 

活動場所と団体に 

対する支援の充実 

【基本方針５】 

市民協働による健幸（ケンサ

チ）のまちづくりの推進 

★：ステップアップ事業＝これまで進めてき

た市民協働をもう一歩成長（ステージア

ップ）させていく意図を持ち、チャレン

ジしていく事業や、新規性のある事業 

【基本方針１】 

市民協働の担い手の 

育成・活用 

市
民
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
実
現 

1.成果指標の設定 

 

 

 

2.自立した市民活動 

 

 

 

3.市民活動団体と市との

協働の更なる推進 

 

 

 

4.団体同士の協働の促進 

１ 第２次安城市市民協働推進計画 施策体系 

【基本方針４】 

情報の収集及び発信 
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基本施策  推進事業及び社協関連事業 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）市民活動の拠点施設と支援機能 

の充実 

（２）地域課題解決につながる市民活動 

の促進 

（１）市民活動に関する情報収集・発信 

・発信 

（２）市民活動に関する理解の促進 

（１）市民活動への参加のきっかけづくり 
イベントなどを活用した市民活動に関する PR の実施／被

災地ボランティア活動に対する支援／ボランティア体験プ

ログラムの開催              【３事業】 

（２）市民協働のまちづくりの担い手の育成 

（３）市民協働サポーターの育成・活用 

（４）市職員の意識改革の推進 

（１）市民活動団体や地域団体と市との

市民協働の推進 

（２）多様な主体による協働の促進 

（１）補助金など財政面に関する支援 

（２）団体の組織基盤整備に関する支援 

ふれあい補償制度の運用／市民活動センターの活性化／支

援拠点施設同士の連携強化／市民活動センター・生涯学習

ボランティアセンターにおける相談・コーディネート機能

の充実★／図書情報館の運営／地区公民館の運営／地域福祉

センターの運営／ボランティアセンターにおける相談・コ

ーディネート機能の充実★          【８事業】 

円卓会議の開催★／団体同士がつながる交流会の開催★／市

民企画講座の充実／町内福祉委員会研修会の開催／地域福

祉活動を推進するための研修会の開催／成果報告会の開催

／福祉事業者、関係団体などの交流会の開催 【７事業】 

市民活動に関する情報発信（電子媒体の活用）／町内会へ

の加入促進に関する啓発／マスコミへの情報発信の支援／

大型モニターなどを活用した情報発信の支援／市民活動に

関する情報発信（紙媒体の活用）／ボランティア活動に関

する情報発信               【６事業】 

イベントなどを活用した市民活動に関する情報発信［再

掲］／市民活動や多様な主体による協働事例の発表会の開

催★／「協働事業事例集」の発行／市民協働に関する啓発 

【４事業】 

市民活動入門講座の開催／シルバーカレッジの開催／ボラ

ンティア養成講座の開催          【３事業】 

協働サポーター養成講座／市民協働サポーターの実践の場

の提供★                            【２事業】 

関係課で推進する市民活動団体や地域団体と市との協働事 

業の推進                【１８事業】 

職員の市民活動への自主的･主体的参加の推進／職員向け市

民協働研修の実施             【２事業】 

健幸都市の推進★／市民活動補助金の運用／協働事業への支

援制度の創設★／市民協働推進基金の運用／民間助成制度に

関する情報提供の実施／地域福祉活動に関する助成制度の

運用                                  【６事業】 

スキルアップ講座の開催／町内会長向け研修の実施／町内

会長連絡協議会でのパソコン講座の開催／市民活動団体の

組織基盤強化のための講座の開催★／市民活動団体の自立を

促すための制度の研究★                    【５事業】 

市民交流センター・生涯学習ボランティアセンターにおけ

る相談・コーディネート機能の充実★／円卓会議の開催★／

団体同士がつながる交流会の開催★／健幸都市の推進★／協

働事業への支援制度の創設★／市民活動や多様な主体による

協働事例の発表会の開催★／「協働事業事例集」の発行／市

民協働に関する啓発／ボランティアセンターにおける相

談・コーディネート機能の充実★※いずれも再掲【９事業】 

推進事業数：７３事業 ステップアップ事業：１７事業 
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◎成果指標 
 市民活動・ボランティア活動に参加したことがある市民の割合※ 

現状値 

【２０１６年度（平成２８年度）】 

 目標値 

【２０２３年度】 

２１．６％  ２６％ 

※「市民協働に関するアンケート調査（市民向け）」の問 12で「現在参加しており、今後も

続けていきたい」(10.2%)「現在参加しているが、今後はやめたいと思っている」(1.0%)「こ

れまで参加したことがあり、今はやめているが、今後また関わってみたい」(6.3%)「これ

まで参加したことはあるが今はやめており、今後も関わるつもりはない」(4.1%)のいずれ

かを回答した割合の合計。（ｐ7の図 2-1-3を参照） 

（１）市民活動への参加のきっかけづくり 

市民アンケートによると、ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動に関与したいと考え

ている人はおおむね４割近くを占めているにも関わらず、実際に活動している人は１

割程度にとどまっています。現在、関心はあっても活動するまでには至っていない市

民を顕在化させていくために、市民活動への参加のきっかけづくりを進めます。 

■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（１－１－１） 

イベントなどを活用した市民活動

に関するＰＲの実施 

多くの市民が集まるイベントなど

を活用し、市民活動に関するＰＲを

する事で、市民の理解を深め、市民

活動への参加のきっかけづくりを

行う。 

市民協働課 

（１－１－２） 

被災地ボランティア活動に対する

支援 

災害の発生した地域で行う災害支

援活動、復興支援活動及び被災地の

復興につながる交流活動を支援す

るため、これらの活動に要する費用

の一部を被災地ボランティア活動

給付金として支給します。 

市民協働課 

■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 

（１－１－３） 

ボランティア体験プログラムの開

催 

市内の地域福祉活動を知り、ボランティアを始

める機会を提供するために、ボランティア体験

プログラムを開催します。 

基本方針１ 市民協働の担い手の育成・活用 

２ 基本施策と推進事業 
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（２）市民協働のまちづくりの担い手の育成 

市民協働のまちづくりを推進していくためには、市民活動への参加のきっかけづく

りとともに、しっかりと行動できる人材（人財）を育てていくことが必要です。 

多様な人材を計画的に育成するため、すでに何らかの市民活動に参加している人、

さらなる活動に取り組みたい人はもちろんのこと、これから新たに活動に関わってみ

たいと思う人など、初心者から経験者まで幅広い市民を対象として、協働のまちづく

りに関する基本的な知識やスキルを学びあう講座を開催します。また、様々な人材養

成の講座の機会をとらえ、担い手の育成、活動への参加促進につながるプログラムを

提供していきます。 

■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（１－２－１） 

市民活動入門講座の開催 

市内で活動する市民活動団体の活

動内容を紹介したり、活動を実際に

体験する講座を開催します。 

市民協働課 

（１－２－２） 

シルバーカレッジの開催 

熟年世代を対象としたシルバーカ

レッジを開催します。また、講座修

了者がボランティア活動や地域活

動などの多様な活動へ主体的に参

加できるよう支援します。 

生涯学習課 

■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 

（１－２－３） 

ボランティア養成講座の開催 

ボランティア入門講座や手話講座など、福祉に

関するボランティア活動を行う人材を養成する

講座を開催します。 

 

（３）市民協働サポーターの育成・活用 

幅広い分野での協働のまちづくりを一層推進していくためには、様々な主体の活動

をつなぐ市民協働サポーターの育成・活用が不可欠です。 

市民活動団体のリーダーなど市民活動の中心となる人を対象に、多様な市民の参加

や交流を促す能力開発や課題解決に向けた合意形成のためのノウハウの習得など、市

民協働サポーターとしてのスキルアップを支援するとともに、市民協働サポーター同

士の連携・交流により共に学びあう機会を提供します。 

また、市民活動の実践の場で市民協働サポーターに活躍してもらう機会を増やし、

人材の活用を進めます。こうした取組を重ねていくことにより、市民が市民活動を支

え合い、育て合う輪を広げていきます。 
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■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（１－３－１） 

市民協働サポーター養成講座の開

催 

市や市民活動センターとともに市

民協働を推進する市民協働サポー

ターを養成する講座を開催します。 

市民協働課 

（１－３－２） 

市民協働サポーターの実践の場の

提供（★） 

市民協働サポーターが、研修を通じ

て得た能力を発揮し、実践する機会

を積極的に提供します。 

市民協働課 

 ★印はステップアップ事業 

（４）市職員の意識改革の推進 

職員の協働に対する理解促進と意識改革を図り、市と市民活動団体との協働事業の

さらなる推進を図るため、“市民協働のまちづくり”をテーマとした職員向け研修を

実施します。 

また、市民協働の実践活動の現場に出て、協働のまちづくりの経験を積むことがで

きるよう、情報提供を進め職員の自主的・主体的な参加を促します。 

■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（１－４－１） 

職員の市民活動への自主的・主体

的参加の推進 

職員向けに、市民活動に関する情報を

定期的・継続的に提供し、自主的・主体

的参加を促します。 

市民協働課 

（１－４－２） 

職員向け市民協働研修の実施 

協働のまちづくりを進める上で、市職

員に必要とされる考え方や姿勢などを

学ぶ研修会を開催します。 

市民協働課 

 

 

 

 

 

 

 

      市民協働サポーター養成講座（まちづくり人養成講座）  
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◎成果指標 

市民活動センターの登録団体数 

現状値 

【２０１６年度（平成２８年度）】 

 目標値 

【２０２３年度】 

３８５団体  ４３０団体 

（１）市民活動の拠点施設と支援機能の充実 

団体の活動拠点施設である、市民交流センター、各地区公民館や地区福祉センター

が、市民活動団体や地域団体にとってより一層使いやすい施設となるよう施設の管理

運営を行います。 

市民活動の支援拠点施設である市民活動センター、生涯学習ボランティアセンター、

社会福祉協議会ボランティアセンターにおいては、施設同士の連携を強化し、情報提

供、相談・コーディネート、人材・団体育成などの支援機能の充実を図ります。 

■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（２－１－１） 

ふれあい補償制度の運用 

市民活動や地域活動の活動に対し

て、怪我や賠償責任を補償する制度

を運用します。 

市民協働課 

（２－１－２） 

市民活動センターの活性化 

利用者の声を市民活動センターの

運営に反映し、市民活動団体の利用

を促進します。 

市民協働課 

（２－１－３） 

支援拠点施設同士の連携強化 

市民活動の支援拠点施設同士が、市

民活動に関する情報を共有し、それ

ぞれの活動に役立てるために連携

を図るとともに、団体の活動拠点施

設とも、情報共有などを通じて連携

していきます。 

市民協働課 

（２－１－４） 

市民活動センター・生涯学習ボ

ランティアセンターにおける

相談・コーディネート機能の充

実（★） 

市民活動センター及び生涯学習ボ

ランティアセンターのスタッフや

職員が行う相談・コーディネート業

務に関する機能を充実させます。機

能の充実にあたっては、スタッフや

職員の資質向上だけでなく、中間支

援活動※を行う市民活動団体と連携

していきます。 

市民協働課 

生涯学習課 

基本方針２ 活動場所と団体に対する支援の充実 
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（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（２－１－５） 

図書情報館の運営 

学習機会や交流の場であるととも

に、市民活動や地域活動などに関す

る知識や情報を提供する拠点施設

として、図書情報館の運営を行いま

す。 

アンフォーレ課 

（２－１－６） 

地区公民館の運営 

学習機会や交流の場であるととも

に、地域に軸足を置いた地域のまち

づくり、ひとづくりの拠点施設とし

て、地区公民館の運営を行います。 

生涯学習課 

★印はステップアップ事業 

※中間支援活動：行政と市民活動団体、町内会と市民活動団体など多様な主体同士の間に立ち、 

様々な支援をする活動のこと。 

■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 

（２－１－７） 

地域福祉センターの運営 

地域福祉活動をおこなう拠点施設として、福祉セン

ターの管理運営を行います。 

（２－１－８） 

ボランティアセンターにおけ

る相談・コーディネート機能の

充実（★） 

社会福祉協議会ボランティアセンターなどにおい

て、ボランティア活動に関する相談を受け付けます。

また、ボランティア活動をしたい人と、ボランティ

アを必要とする人や団体、福祉施設とのコーディネ

ートをします。 

★印はステップアップ事業 

（２）地域課題解決につながる市民活動の促進 

市民協働のまちづくりが広く展開されていくためには、多様な主体同士が協働し、

相互の役割分担による効率的・効果的な問題解決が図られていくことが理想です。 

そのため、様々な主体のスキルアップ、組織力強化に向けた支援を行うとともに、

様々な主体間のマッチング機会の提供やそれぞれの立場から自由な提案ができる円

卓会議の開催などに取り組みます。これらにより多様な主体の協働による地域課題解

決型まちづくりの活発化を促していきます。 

■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（２－２－１） 

円卓会議の開催（★） 

市民活動団体や町内会、企業などが集

まり、地域が抱える課題について一緒

に話し合い、考え、その後の活動につ

なげることを目的とした円卓会議を

開催します。 

市民協働課 

（２－２－２） 

団体同士がつながる交流会の

開催（★） 

市民活動団体や町内会、企業などがそ

れぞれの活動を理解し、それぞれが顔

見知りとなることで、新たな協働を生

み出すことを目的とした交流会を開

催します。 

市民協働課 
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（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（２－２－３） 

市民企画講座の充実 

現代的な課題の解決に向けて、市民自

らが企画・運営する市民企画講座の充

実を図ります。 

生涯学習課 

★印はステップアップ事業 

■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 

（２－２－４） 

町内福祉委員会研修会の開催 

町内福祉委員会の活動を活性化させるために、町内

福祉委員会全体研修会などの研修会を開催します。 

（２－２－５） 

地域福祉活動を推進するため

の研修会の開催 

防災・福祉の研修会など、生活に密着した講習会を

実施し、個別テーマごとの実践者の育成を行うとと

もに、他地域の先進的な活動事例などを紹介し、活

動のヒントを得られるような研修会を開催します。 

（２－２－６） 

成果報告会の開催 

自主防災組織の活動や地域見守り活動について、モ

デル事業を実施した町内会などの活動を市内の他の

町内会に波及させるため、実際にどのように取り組

んできたのか、そのノウハウや活動の秘訣などを紹

介する活動事例発表会を開催します。 

（２－２－７） 

福祉事業者、関係団体などの交

流会の開催 

さまざまな主体が実施する活動を活性化するため、

町内福祉委員会、ボランティア、ＮＰＯ、市民活動

団体、福祉事業者などが一堂に会する交流会、サロ

ン活動で活かせる情報を得ることが出来る場を設け

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体同士がつながる交流会（市民活動交流会） 
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◎成果指標 

市内のＮＰＯ法人数 

現状値 

【２０１６年度（平成２８年度）】 

 目標値 

【２０２３年度】 

３８団体  ４５団体 

（１）補助金など財政面に関する支援 

市民活動団体や地域団体が市あるいはさまざまな主体との協働のもとで取り組む

公益活動の自立的な発展、ステップアップを促していくための、財政面での支援を行

います。 

■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（３－１－１） 

健幸都市の推進（★） 

安城市第８次総合計画の目指す都市

像「幸せつながる健幸都市 安城」を

実現するためのプロジェクトを民間

から募り、３年後の自立自走を目指し

たプログラムとなるよう事業の推進

補助金の交付と適切な支援を行いま

す。 

企画情報課 

（３－１－２） 

市民活動補助制度の運用 

「市民協働推進基金」を財源とする

「市民活動補助制度」を運用し、地域

が抱える諸課題を解決するための市

民活動を支援します。 

市民協働課 

（３－１－３） 

協働事業への支援制度の創設 

（★） 

地域の課題を解決する、多様な主体同

士の協働事業を公募する｢協働事業提

案型事業｣を、市民活動補助制度の中

に新たに創設します。 

市民協働課 

（３－１－４） 

市民協働推進基金の運用 

協働のまちづくりを財政面から支援

する「市民協働推進基金」を運用する

ために市民に向けた啓発活動を行い

ます。 

市民協働課 

（３－１－５） 

民間助成制度に関する情報提

供の実施 

民間で行われている助成制度の情報

を定期的に収集し、メールマガジン、

フェイスブック及び館内掲示などの

方法を使って積極的に配信します。 

市民協働課 

★印はステップアップ事業 

基本方針３ 財政面と組織面の支援 
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■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 

（３－１－６） 

地域福祉活動に関する助成制

度の運用 

町内福祉委員会による地域福祉活動を支援するた

め、助成を行います。 

 

（２）団体の組織基盤整備に関する支援 

地域課題解決に取り組む市民活動が持続的に発展していくためには、市民活動団体

や地域団体の組織基盤強化が不可欠です。 

そのため、それぞれの団体の発展段階に応じた講座の開催、伴走支援などのしくみ

を用意するなどして、人材の確保と育成、資金調達と資金管理、情報インフラなど、

組織や事業の運営基盤の整備・強化につながる支援を行います。 

■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（３－２－１） 

スキルアップ講座の開催 

ICT スキル、ファシリテーションなど

に関する講座を開催し、市民活動団体

メンバーのスキルアップを目指しま

す。 

市民協働課 

（３－２－２） 

町内会長向け研修の実施 

新任町内会長向けに、新たに町内会役

員になる場合に必要最低限の知識や

ノウハウを学ぶ研修を行います。 

市民協働課 

（３－２－３） 

町内会長連絡協議会でのパソ

コン講座の開催 

パソコン操作など、町内会の運営に必

要な能力の向上を図る講座を開催し

ます。 

市民協働課 

（３－２－４） 

市民活動団体の組織基盤強化

のための講座の開催 

（★） 

財務処理やＮＰＯ法人設立方法など

団体の組織基盤を向上させるための

講座を開催し、市民活動団体の運営能

力を高める支援を行います。 

市民協働課 

（３－２－５） 

市民活動団体の自立を促すた

めの制度の研究（★） 

市民活動団体が、自立して活動を継続

するための、「伴走支援※」や「プロボ

ノ※」、「ファンドレイジング※による資

金調達」などの新たな支援策を研究し

ます。 

市民協働課 

 ★印はステップアップ事業 

※伴走支援：市民活動団体の困りごとに耳を傾け、困りごとや課題の解決に向けてともに悩み、 

汗を流す、資金面以外の支援のこと。 

※プロボノ：社会人が、仕事を通じて培った知識や技術などを社会のために役立てるボランティ 

      ア活動のこと。 

※ファンドレイジング：市民活動団体が、自らの活動のための資金を、広く寄附を募集するなど 

の手法を用いて調達すること。   
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◎成果指標 

協働という言葉の認知度※ 

現状値 

【２０１６年度（平成２８年度）】 

 目標値 

【２０２３年度】 

３８．３％  ６６％ 

※「市民協働に関するアンケート調査（市民向け）」の問 17で「内容をある程度知っている」

(14.6%)「内容はわからないが、聞いたことがある」(23.7%)のどちらかを回答した割合。

ｐ6 の図 2-1-1を参照。 

（１）市民活動に関する情報収集・発信 

多様な市民協働の取組を深く市民に浸透させていくためには、それぞれの活動主体

が必要とする情報を受信でき、届けたいところに情報が発信できるようにする必要が

あります。そして、市内の活動主体間で情報が共有される状況をつくっていくことが

望まれます。 

そこで、それぞれの市民活動団体、地域団体の活動に関する情報、イベント情報、

人材募集や助成金、研究会など活動に役立つ情報など、市民活動に関する総合的な情

報について、様々な媒体を活用して情報収集・発信できる環境整備を進めます。 

■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（４－１－１） 

市民活動に関する情報発信（電子

媒体の活用） 

フェイスブックなどのソーシャルメ
ディアや市民活動情報サイトなどの

ウェブサイトを活用して市民活動に
関する情報を発信します。 

市民協働課 

（４－１－２） 

町内会への加入促進に関する啓

発 

町内会への加入を呼びかけるチラシ

の配布などを通じて、町内会への加

入を促進する啓発を行います。 

市民協働課 

（４－１－３） 

マスコミへの情報発信の支援 

市民活動団体の活動を、団体の依頼

に応じて報道機関へ情報提供しま

す。 

市民協働課 

（４－１－４） 

大型モニターなどを活用した情

報発信の支援 

アンフォーレ内にある２２０インチ

モニターや５０インチタッチパネル

で、団体の情報発信を支援します。 

アンフォーレ課 

（４－１－５） 

市民活動に関する情報発信（紙媒

体の活用） 

｢広報あんじょう｣などの紙媒体を活

用して市民活動に関する情報を発信

します。 

市民協働課 

生涯学習課 

 

 

基本方針４ 情報の収集及び発信 



－ 43 － 

■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 

（４－１－６） 

ボランティア活動に関する情報

発信 

社協だよりやボランティアセンターウェブサイト

などを活用してボランティア活動に関する情報を

発信します。 

（２）市民活動に関する理解の促進 

市民活動への理解と関心は高まっているとはいえ、市民協働のまちづくりとは何か、

また、市民協働の必要性、果たす役割について市民への理解を促していく取組は必要

です。 

イベントなどを活用した情報発信、市民協働に関する身近な事例紹介、フォーラム

などの学習の機会提供など、市民活動に関する理解促進に向けて継続的な取組を展開

していきます。 

■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（４－２－１） 

イベントなどを活用した市民

活動に関するＰＲの実施 

【再掲】 

多くの市民が集まるイベントなどを

活用し、市民活動に関するＰＲをする

事で、市民の理解を深め、市民活動へ

の参加のきっかけづくりを行います。 

市民協働課 

（４－２－２） 

市民活動や多様な主体による

協働事例の発表会の開催（★） 

市民活動や、市民活動団体、町内会、

事業者などの多様な主体による協働

事例の発表会を公開の場で開催しま

す。 

市民協働課 

（４－２－３） 

「協働事業事例集」の発行 

市内の身近な協働事例を整理し発行

することで、「協働」を分かりやすく市

民に周知します。 

市民協働課 

（４－２－４） 

市民協働に関する啓発 

市民協働に対する理解を深めてもら

うため、地域課題を解決するための協

働事例について、その先進事例を紹介

するフォーラムや、出前講座などを実

施します。 

市民協働課 

★印はステップアップ事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

        イベントを活用した市民活動に関するＰＲ 
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◎成果指標 

市民参加・市民活動支援に対する満足度 

現状値 

【２０１５年度（平成２７年度）】 

 目標値 

【２０２３年度】 

２５．９％ 

 
３８％ 

（１）市民活動団体や地域団体と市との市民協働の推進 

第８次総合計画の将来像「幸せつながる健幸都市・安城」を実現するため、現在各

課で行われている協働事業の中から、その一部を抜粋して掲載します。これらの事業

を含む庁内全体の協働をこれまで以上に推進し、健幸（ケンサチ）のまちづくりをす

すめます。 

■ 推進事業 

（Ｎｏ）事業名 

［総計に示す５つの要素］ 
事業内容 担当課 

（５－１－１） 

防犯研修会の開催と犯罪

抑止事業の実施 

［健康･環境･きずな･こども］ 

町内会や防犯ボランティア団体との協働

により、地域の防犯意識向上及び犯罪抑止

のために研修会やパトロールを実施した

り犯罪防止プレートなどの設置を行いま

す。 

市民安全課 

（５－１－２） 

減災まちづくり研究会の

協働運営 

［健康･環境･経済･きずな･こども］ 

ＮＰＯ法人との協働により、地域の防災力

を向上させるために減災まちづくり研究

会及び運営委員会の企画・運営を行いま

す。 

危機管理課 

（５－１－３） 

生活困窮者に対する就労

準備支援 

［健康･きずな］ 

ＮＰＯ法人との協働により、生活困窮者が

自立した生活を送れるよう、就労意欲の喚

起や就労準備としての日常生活習慣の改

善に関する支援を行います。 

社会福祉課 

（５－１－４） 

あんぷくまつりの開催 

［健康･きずな］ 

ＮＰＯ法人などとの協働により、障害者福

祉に対する理解を市民に深めてもらうた

め、障害者福祉に関する啓発を行うあんぷ

くまつりを開催します。 

障害福祉課 

（５－１－５） 

高齢者の地域生活を支え

る活動に対する支援 

［健康･きずな］ 

市民活動団体との協働により、高齢者が住

み慣れた地域で安心して暮らすことので

きる地域づくりをすすめるために、団体が

行う活動を支援します。 

高齢福祉課 

基本方針５ 市民協働による健幸（ケンサチ）の 
まちづくりの推進 
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（Ｎｏ）事業名 

［総計に示す５つの要素］ 
事業内容 担当課 

（５－１－６） 

発達障害のある児童など

に対する支援 

［健康･きずな･こども］ 

ＮＰＯ法人などとの協働により、発達障害

に悩む児童やその保護者への適切な支援

を実施するために、講座を開催します。 

子育て支援課 

（５－１－７） 

健康に関する啓発活動の

実施 

［健康･きずな･こども］ 

市民活動団体との協働により、健康的な食

生活について幅広い世代に周知するため

に、健康に関する講座や啓発活動を実施し

ます。 

健康推進課 

（５－１－８） 

まちなか産直市の開催 

［健康･環境･経済］ 

市民活動団体との協働により、市民に地域

農業への理解を深めてもらうため、メンバ

ーが生産した農産物の対面販売及び食育

に関する紙芝居の上演などを行います。 

農務課 

（５－１－９） 

若年無業者支援業務の委

託 

［健康･経済･こども］ 

ＮＰＯ法人との協働により、若者の社会的

自立を支援するため、悩みや不安を抱え

た、職業を持たない若者やその家族に対し

て、各種相談、職業体験などの機会を提供

します。 

商工課 

（５－１－１０） 

さわやかなまちづくりを

啓発する活動に対する支

援 

［健康･環境･きずな･こども］ 

市民のモラル向上及びマナー遵守を通し

て、さわやかなまちづくりを進めるため

に、さわやかマナーまちづくり条例の啓発

を行う市民活動団体の活動を支援します。 

環境都市推進課 

（５－１－１１） 

環境美化ボランティア活

動に対する支援 

［健康･環境･きずな･こども］ 

環境美化に対する市民意識高揚のために、

市民活動団体などが定期的に行う清掃な

どの美化活動を支援します。 
ごみゼロ推進課 

（５－１－１２） 

川と海のクリーン大作戦

の実施 

［健康･環境･きずな･こども］ 

国、県、ボランティア団体などとの協働に

より、矢作川の水辺の環境を維持し、ふる

さとの美しい川や海を受け継いでいくた

めに、川原のごみ拾いを行う。 

維持管理課 

（５－１－１３） 

自転車利用促進の取組 

［健康･環境･経済］ 

市民活動団体との協働により、過度に自動

車に依存した状況から、他の交通機関への

転換を促すため、自転車の利用促進及びル

ールやマナーを啓発するイベントを開催

します。 

都市計画課 

（５－１－１４） 

公園の環境美化活動の実

施 

［健康･環境･きずな･こども］ 

公園環境美化及び公園愛護意識の高揚の

ために、町内会などが定期的に行う清掃活

動を支援します。 
公園緑地課 

（５－１－１５） 

安城桜井駅周辺地区のま

ちづくり 

［健康･環境･経済］ 

桜井地区のまちづくり委員会との協働に

より、住民によるまちづくりの推進をしま

す。 

区画整理課 
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（Ｎｏ）事業名 

［総計に示す５つの要素］ 
事業内容 担当課 

（５－１－１６） 

市民出前講座の開催 

［健康･きずな･こども］ 

市民活動団体との協働により、地域が抱え

る諸課題を解決するため、自ら学びを通じ

て培った専門性を生かして、他の市民向け

の講座を開催する市民出前講座を行いま

す。 

生涯学習課 

（５－１－１７） 

ジュニアの競技力向上に

つながる事業の展開 

［健康･きずな･こども］ 

ＮＰＯ法人との協働により、次世代を担う

ジュニアアスリートを支援するために、ジ

ュニアの競技力向上につながる講習会や

大会などの事業を充実させます。 

スポーツ課 

（５－１－１８） 

史跡をめぐるウォーキン

グの実施 

［健康･きずな･こども］ 

市民活動団体との協働により、市民が地域

への誇りや愛着を持つことができるよう、

史跡などをめぐるウォーキングイベント

を企画・運営します。 

文化振興課 
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（２）多様な主体による協働の促進 

今後、市民協働を幅広く推進していく上では、市と市民活動団体との協働を推進し

ていくことはもちろんのこと、多様な主体による協働を実現して、それぞれの能力を

発揮していくことで、様々な地域課題に対処していくことが期待されます。 

こうした多様な主体による協働を促進していくための施策・事業として、以下の事

業を推進します。 

■ 推進事業 《多様な協働を推進するための施策・事業》 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 担当課 

（５－２－１） 

市民交流センター・生涯

学習ボランティアセン

ターにおける相談・コー

ディネート機能の充実 

［再掲］（★） 

市民交流センター及び生涯学習ボランティ

アセンターのスタッフや職員が行う相談・コ

ーディネート業務に関する機能を充実させ

ます。機能の充実にあたっては、スタッフや

職員の資質向上だけでなく、中間支援活動を

行う市民活動団体と連携していきます。 

市民協働課 

生涯学習課 

（５－２－２） 

円卓会議の開催 

［再掲］（★） 

市民活動団体や町内会、企業などが集まり、

地域が抱える課題について一緒に話し合い、

考え、その後の活動につなげることを目的と

した円卓会議を開催します。 

市民協働課 

（５－２－３） 

団体同士がつながる交

流会の開催 

［再掲］（★） 

市民活動団体や町内会、企業などがそれぞれ

の活動を理解し、それぞれが顔見知りとなる

ことで、新たな協働を生み出すことを目的と

した交流会を開催します。 

市民協働課 

（５－２－４） 

健幸都市の推進 

［再掲］（★） 

安城市第８次総合計画の目指す都市像「幸せ

つながる健幸都市 安城」を実現するための

プロジェクトを民間から募り、３年後の自立

自走を目指したプログラムとなるよう事業

の推進補助金の交付と適切な支援を行いま

す。 

企画情報課 

（５－２－５） 

協働事業への支援制度

の創設［再掲］（★） 

地域の課題を解決する、多様な主体同士の協

働事業を公募する「協働事業提案型事業」を、

市民活動補助金の中に新たに創設し、運用し

ます。 

市民協働課 

（５－２－６） 

市民活動や多様な主体

による協働事例の発表

会の開催［再掲］（★） 

市民活動や、市民活動団体、町内会、事業者

などの多様な主体による協働事例の発表会

を公開の場で開催します。 

市民協働課 

（５－２－７） 

「協働事業事例集」の発

行［再掲］ 

市内の身近な協働事例を整理し発行するこ

とで、「協働」を分かりやすく市民に周知しま

す。 

市民協働課 

（５－２－８） 

市民協働に関する啓発

［再掲］ 

市民協働に対する理解を深めてもらうため、

地域課題を解決するための協働事例につい

て、その先進事例を紹介するフォーラムや、

出前講座などを実施します。 

市民協働課 
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■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）事業名 事業内容 

（５－２－９） 

ボランティアセンターにおけ

る相談・コーディネート機能の

充実［再掲］（★） 

社会福祉協議会ボランティアセンターなどにおい

て、ボランティア活動に関する相談を受け付けます。

また、ボランティア活動をしたい人と、ボランティ

アを必要とする人や団体、福祉施設とのコーディネ

ートをします。 

★印はステップアップ事業 

■■ 多様な主体による市民協働のモデル ～協働井戸端会議からの提案～ ■■ 

市民、市民活動団体、町内会、行政職員で構成される協働井戸端会議では、第８次

安城市総合計画の５つの分野（健康・環境・経済・きずな・こども）に沿って、地域

課題解決のための協働事業（市民活動団体同士、市民活動団体×地域団体、地域団体

同士、市民活動団体×事業者、地域団体×事業者、一部行政も含む）について検討し

てきました。 

以下に、多様な協働の参考モデルとして、５つの分野で絞り込んだ協働事業の提案

内容を整理します。 
 

① 健 康                            協働井戸端会議からの提案 

 

 

■背景・趣旨 

◎市民の健康習慣づくりの一環として、ウォーキングを日常化させる。 

◎そのため、ウォーキングの情報や指導が得られる拠点づくりを進めるとともに、ウ

ォーカーが集まり手軽にウォーキングができる場（ステーション）を提供する。 

■協働のかたち 

◎｢歩く｣ことについてノウハウのある方々で市民活動団体を立ち上げる。 

◎その団体を核に地域団体などとの協働のもとで実施する。 

 

× 

 

 

 

■対象・取組内容 

 ◎対象は特に限定せず“誰でも”。ベビーカー、車いすの方、リハビリ中の方も参加で

きる。参加する人に応じた速さ・距離を選択できる。 

◎とくに小学生、中学生、高校生、働き盛りを取り込む。 

◎行政主体ではできない取組を市民主体で実施する。 
  
 

Ｂ．協働の主体（パートナー） 

地域団体など 
 ◎町内会、学校、事業所など 

 

協働でつくりあげる、ウォーキング･ステーションの設置 

Ａ．協働の主体 

市民活動団体 
 ◎ウォーキング指導･普及活動

組織･団体（健康ウォーキン

グにノウハウのある団体） 

 

Ｃ．行政に期待すること   ◎後援（信用力、広報力） 
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② 環 境                            協働井戸端会議からの提案 

  

 

■背景・趣旨 

◎あんくるバスの利用促進を図り、低炭素社会の実現（ＣＯ２削減）に貢献する。 

 加えてスローライフを提唱していく。 

◎市内の原風景を見て回るツアーを開催し、知らない市民に周知していく。 

■協働のかたち 

  

× 

 

 

 

■対象・取組内容 

 ◎あんくるバスを活用して、安城の原風景を巡る写真撮影ツアーを開催する。 

 ◎安城市の原風景を案内している市民活動団体は出前講座の際に写真を活用する。 

◎アンフォーレでの展示会を行い、市民への啓発を進める。 
 
 

③ 経 済                            協働井戸端会議からの提案 

 

 

■背景・趣旨 

◎七夕まつりの飾りが少なくなっている。 

◎七夕まつりの集客アップを図り、中心市街地のにぎわいづくりに貢献する。 

■協働のかたち 

× 

 

 

 

■対象・取組内容 

◎七夕飾りつくり体験してもらうため、七夕飾りキットを販売する。 

◎キットは七夕飾りと短冊と抽選券。抽選券は当日“夢見る景品“が当たる。 

◎七夕会場（デンパーク､アンフォーレ､商店街）で作った七夕飾りを飾る。 

 

 

Ｂ．協働の主体（パートナー） 

多様な市民活動団体 
◎写真の愛好会 

◎エコライフ、花の団体 など 

あんくるバスを使ったツアーをやろう 

Ａ．協働の主体 

市民活動団体 
 ◎原風景見学ツアーを実施し

ている市民活動団体 

Ｃ．行政に期待すること   ◎イベントの周知・ＰＲ 

Ｂ．協働の主体（パートナー） 

中心市街地の商店街 
◎新グループをつくっても良い 

安城市にお金が落ちる仕掛けづくり ～七夕まつりの集客～ 

Ａ．協働の主体 

市民活動団体 
 ◎七夕まつりに関わる団体 

Ｃ．行政に期待すること 

◎会場提供（デンパーク･アンフォーレ） ◎広報 
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④ きずな                            協働井戸端会議からの提案 

  

 

■背景・趣旨 

◎町内会への女性の登用を求める意見は多いが、会議はまだまだ男性中心で、女性は

固定的な役割にとどまっている。 

◎町内会における女性の登用を進め、多様な価値観の反映をめざす。 

■協働のかたち 

  

× 

 

 

 

■対象・取組内容 

◎町内会と市民活動団体（男女共同参画で活動する団体）とのマッチング。 

◎地域で暮らす女性の円卓会議『女子会』を開催し、講座などで学習する。 

◎まずは“我が事”になれるテーマ（例えば、「子どもを犯罪から守るためには」など）

を設定し、ターゲットを絞ってお試し的な活動の実践から始める。 
 

⑤ こども                            協働井戸端会議からの提案 

 

 

■背景・趣旨 

◎子どもを取り巻く環境は大きく変化している。そこにどのような問題があるのか、

大人と子どもの関係を考え直してみるために、子どもの本音を聞く場を設け、「子ど

もってこんなこと考えているんだ」という発見につなげる。 

■協働のかたち 

  

× 

 

 
 
■対象・取組内容 

◎子どもに関わる市民活動団体に活動の音頭を取ってもらう。そこが多くの市民活動

団体の協力を得つつ、子どもが本音を言える場を提供する。 

◎テーマは、安全な居場所、学習･遊びの環境、ＳＮＳの活用の仕方など様々なテーマ

が想定できる。 

◎子どもたちの本音から発見できたことは、会議の場などを通して情報共有を図り、

社会（学校、行政、団体、家庭など）に還元していく。   

Ｂ．協働の主体（パートナー） 

市民活動団体 
◎男女共同参画をテーマに活

動する市民活動団体 

町内会組織への女性の登用に向けた取組 

Ａ．協働の主体 

地域団体 
 ◎積極的に女性の登用を図ろ

うとする町内会 

Ｃ．行政に期待すること 

◎具体的な役割･機会の提示、女性の役割の重要性の呼びかけ 

（例えば、女性をリーダーとした避難所設営など） 

Ｂ．協働の主体（パートナー） 

その他の市民活動団体 
 ◎子どもに関わる団体に限ら

ず幅広く。 

 

子どもたちの本音をしっかり聞いて、社会に届けよう 

Ａ．協働の主体 

市民活動団体 
 ◎子どもの本音を上手に聞き

出すことができる団体 

（有志による団体を組織） 

Ｃ．行政に期待すること ◎情報共有の場 ◎活動資金 ◎信用 
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第５章 計画の推進に向けて 
 
 

 

 

 

本計画に掲げている施策・事業を着実に実施して市民協働のまちづくりを推進して

いくためには、一人ひとりの市民や市職員はもとより、市民活動団体や地域団体、事

業者など多様な主体が、本計画を知り、趣旨や内容を理解することが、目標達成に向

けた取組の第一歩として必要不可欠です。 

そこで、広報あんじょうや市及び市民活動センターのウェブサイトなどの様々な媒

体を活用して、本計画の趣旨や内容について周知を図ります。また、シンポジウムや

講演会の開催や市民出前講座、市民活動団体などの交流会などの開催といった、様々

な主体と直接対面できる機会を通して本計画の周知に努めます。 

 

 

 

本計画に掲げる施策・事業を計画的に実効性のあるものとして推進するためには、

各事業の進捗状況を定期的に確認し、事業の実施状況の点検と実施後の成果を評価し、

改善点を次の事業へ反映させる進行管理が必要です。 

このため、本計画で示した施策・事業の進捗状況を定期的に確認し、事業の実施状

況の点検と実施後の成果を評価し、次の事業への展開方策を検討しフォローアップし

ていく、「計画（Ｐｌａｎ）」⇒「実行（Ｄｏ）」⇒「点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）」⇒「見

直し（Ａｃｔｉｏｎ）」⇒「計画（Ｐｌａｎ）」・・・といった一連の流れに沿ったＰＤ

ＣＡサイクルによる進行管理を行い、施策・事業の継続的な改善を進めていくものと

します。 

 

（１）安城市市民協働推進会議による評価 

ＰＤＣＡサイクルのうち、「点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）」については、第三者的な視

点からのチェックを行う観点から安城市市民協働推進会議に年次報告を行うものと

します。 

この会議は、市民協働の推進に関する事項（本計画の進捗状況の確認や評価、市民

協働推進施策に関する調査や提言など）を審議するため、公募による市民、学識経験

を有する者、その他市長が認める者のうちから市長が委嘱する１５名以内の委員によ

って構成されています。 

 

１ 計画の周知 

２ 協働事業の進行管理 



－ 52 － 

（２）各課の協働事業担当者を通じた市民協働事業の推進と進行管理 

４４ページの基本方針５（１）「市民活動団体や地域団体と市との市民協働の推進」に掲

載した１８事業をはじめとして、既に各課を窓口にして様々な協働事業（市民活動団体

や地域団体と市との協働事業）を実施しています。今後とも各課の協働事業担当者が中

心になり、全庁的に市民協働を推進します。また、毎年度、これらの事業の実施状況を

市民協働の基本理念に基づいて取りまとめ、安城市市民協働推進会議に報告する方法

で事業の進行管理を行います。 

（３）市民版ＰＤＣＡによる進行管理と市民協働推進会議との連動 

本計画の実効性を担保するためには、市が行う進行管理システムだけではなく、市

民や市民活動団体、地域団体、事業者との情報共有を図りつつ、市民活動団体などと

の協働により本計画を推進していく体制を構築することが大切です。 

このため、「市民活動団体活動報告会」など様々な団体が集まる機会を通じて、市

は、協働に関する施策・事業の進捗状況や今後の方針を取りまとめた年次報告書を市

民活動団体、地域団体や事業者などへ報告・公表していくものとします。また、報告

会では参加した市民活動団体から、自ら取り組んできた活動をＰＤＣＡの視点から報

告していただくとともに、次年度に向けた活動方針を宣言するものとします。これに

より、活動のレベルアップを支援します。 

これを市民版ＰＤＣＡとして位置づけ、行政版ＰＤＣＡと連動させながら進めるこ

とにより、計画の進行管理についても協働によって進めていくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      市民活動補助金交付対象事業公開成果報告会の様子 
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図 5-1 市民協働を推進するための仕組み 
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市民協働を全市的に展開していくため、以下に示すような関係グループ・関係機関

との連携により市民協働を多面的に支援します。 

（１）市民協働サポータークラブとの連携・協働 

第１次計画を踏まえ、市民活動団体相互や地域団体相互、市民活動団体と地域団体、

市民活動団体や地域団体と行政・事業者との間をつなぐ中間支援組織としての役割や、

市民協働を進める促進剤としての役割を担う市民で構成する「市民協働サポーターク

ラブ」を設置しました。引き続き、「市民協働サポータークラブ」との連携・協働によ

り、市民協働を全市的に広め、浸透させていくことに努めます。 

（２）協働を支援する機関の連携強化と役割の明確化 

市民活動センターが軸になって、社会福祉協議会及び社会福祉協議会内に設置され

ているボランティアセンターや生涯学習ボランティアセンター、青少年の家ボランテ

ィア活動支援センターが相互に連携して市民協働を支援します。 

社会福祉協議会は、地域福祉をテーマとした地域団体による協働推進を支援する基

幹的な組織としての役割を担います。市民活動センターは、市民活動団体による協働

推進の基幹的な組織としての役割を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画推進の連携体制 
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図 5-2 市民協働推進のための連携体制 
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資 料 編 
 
 

（１）計画の策定経過 

① ２０１６年度（平成２８年度） 

開催日（実施日） 策  定  経  過 

７月１６日 

平成２８年度 第１回 安城市市民協働推進会議の開催 

（１）審議会への諮問 

（２）第２次安城市市民協働推進計画の策定について 

７月２５日～ 

  ８月１８日 

市民協働に関するアンケート調査の実施 

・市内すべての町内会（７９町内会） 

・無作為抽出の市民２，０００人 

・市民活動センター及び社会福祉協議会ボランティアセンター登録の 

市民活動団体４１８団体   を対象に実施 

８月２８日 

あんじょう協働のまちづくりフォーラムの開催 

 ・基調講演 協働のコミュニティづくり ～その必要性と効果～ 

   講師 岩崎 恭典氏（四日市大学総合政策学部教授） 

・協働事例報告＆ディスカッション 

  若杉 正敏さん（西別所町内会顧問） 

  柴田 福枝さん（民生・児童委員） 

  吉﨑 久弥さん（グループホームじけい施設長） 

  古濱 利枝子さん（ＮＰＯ法人安城まちの学校事務局長） 

１１月９日 

平成２８年度 第２回 安城市市民協働推進会議の開催 

（１）安城市市民協働推進計画概要説明 

（２）第２次安城市市民協働推進計画の策定について 

ア 策定の概要について 

イ アンケート調査結果報告 

ウ フォーラム報告 

エ 今後の策定スケジュールについて 

１月１４日 
平成２８年度 第３回 安城市市民協働推進会議の開催 

（１）平成２９年度市民活動補助金交付対象事業本審査 

１月２６日 

第１回 第２次安城市市民協働推進計画庁内部会・作業部会 

合同会議の開催 

（１）本市における市民協働の背景と現行計画の内容について 

（２）２次計画の策定スケジュール等について 

（３）これまでの取組（アンケート・フォーラム）からみる現状と課題 

（４）現計画の振り返りについて    

（５）第２次計画の方向性について 
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開催日（実施日） 策  定  経  過 

２月１９日 

第１回 協働井戸端会議の開催 

（１）計画策定体制とスケジュールを知ろう 

（２）これまでの取組からみる現状と課題 

（３）現計画の振り返り｢現計画を知ろう！｣ 

（４）テーマ別ディスカッション 

３月１６日 

平成２８年度 第４回 市民協働推進会議の開催 

（１）第２次計画の骨子案について 

（２）推進事業の方向性やアイデアについて 

３月２５日 

第２回 協働井戸端会議の開催 

（１）ミニ講演 

①事例から学ぶ－志縁と地縁、多様な主体による課題解決型の協働 

  講師 岡本一美さん（ＮＰＯサポートちた 代表理事） 

②成果志向型のまちづくり－これからの自立した市民団体のあり方 

講師 斉藤順子さん（ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾕｰｽ･ﾊﾞﾝｸ momo 事務局スタッフ） 

（２）あんじょうの協働の今後の方向性（施策アイデア）を出し合おう！ 

② ２０１７年度（平成２９年度） 

開催日（実施日） 内         容 

４月１６日 

第３回 協働井戸端会議の開催 

（１）地域課題の語り場～ワールドカフェ風～ 

（２）グループワーク 協働事業のアイデア出し 

５月９日 

第２回 第２次安城市市民協働推進計画庁内作業部会の開催 

（１）安城市市民協働推進計画について 

（２）第２次計画の策定体制等について 

（３）第２次計画の骨子案等について 

（４）第２次計画策定に向けた具体的な作業内容について 

４月２４日 幹部会議への説明 

５月２７日 

第４回 協働井戸端会議の開催 

（１）協働事業･取組アイデアを確認し、追加しよう！ 

（２）協働事業･取組アイデアを具体化しよう！ 

７月４日 

第３回 第２次安城市市民協働推進計画庁内作業部会の開催 

（１）第２次計画の体系（案）について 

（２）協働井戸端会議からの提案について 

７月１５日 

第５回 協働井戸端会議の開催 

（１）協働推進計画の構成と多様な協働提案との関係 

（２）協働提案をみんなで練り上げよう！ 
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開催日（実施日） 内         容 

７月１９日 
平成２９年度 第１回 市民協働推進会議の開催 

（１）第２次市民協働推進計画策定の進捗状況について 

８月３１日 

第４回 第２次安城市市民協働推進計画庁内作業部会の開催 

（１）第２次市民協働推進計画（基本方針１～４）について 

（２）基本方針５「（１）市民活動団体と市との協働の推進」について 

（３）基本方針５「（２）多様な協働の促進」について 

９月１５日 
第２回 第２次安城市市民協働推進計画庁内部会の開催 

（１）第２次安城市市民協働推進計画（素案）について 

１０月６日 
平成２９年度 第２回 市民協働推進会議 

（１）安城市市民協働推進計画（素案）について 

１０月２５日 

第３回 第２次安城市市民協働推進計画庁内部会の開催 

（１）第２次安城市市民協働推進計画（案）について 

（２）パブリックコメントの実施について 

１１月２日 幹部会議への説明 

１１月２１日 

平成２９年度 第３回 市民協働推進会議の開催 

（１）第２次安城市市民協働推進計画（案）について 

（２）パブリックコメントの実施について 

１２月１２日 市民文教部会への説明 

１２月２０日～ 

  １月１８日 
パブリックコメントの実施 

１月２０日 
平成２９年度 第４回 市民協働推進会議の開催 

（１）平成３０年度市民活動補助金交付対象事業本審査 

２月２日 

第３回 第２次市民協働推進計画庁内部会の開催 

（１）パブリックコメントの意見及びその回答について 

（２）プラン最終案について 

２月２２日   

平成２９年度 第５回 市民協働推進会議の開催 

（１）パブリックコメントの意見及びその回答について 

（２）プラン最終案について 

（３）答申案について 

２月２８日 市長への答申 
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（２） 安城市市民協働推進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、安城市自治基本条例（平成２１年安城市条例第２４号）の規定

に基づき、市民協働の推進に関する基本的な事項を定めることにより、市民協働の

推進を図り、もって市民協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）市民協働 市民、地域団体、市民活動団体、事業者及び市が地域の課題を解決

するために、それぞれの特性を生かして補完し合い、協力することをいう。 

（２）市民活動 営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動であって、次のいず

れにも該当しないものをいう。 

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる

目的とするもの 

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とす

るもの 

ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公

職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若し

くは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目

的とするもの 

（３）市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う

者（法人その他の団体を含む。）をいう。 

（４）地域団体 町内会等地域で生活することを縁とした団体をいう。 

（５）市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。 

（６）事業者 営利を目的とする事業を営む個人又は法人をいう。 

（基本理念） 

第３条 市民協働は、次に掲げる理念にのっとり推進するものとする。 

（１）互いに自立し、自主的に行動すること。 

（２）互いを尊重し、対等な関係を保つこと。 

（３）互いの考えを理解するよう努め、特性を生かすこと。 

（４）目標を共有し、その達成に努めること。 

（５）情報の公開に努め、透明性を確保すること。 

（６）活動を互いに評価し、改善に努めること。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、まちづくりの担い手としての自覚を持ち、市民活動への理解を深め、
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市民協働に努めるものとする。 

（地域団体の役割） 

第５条 地域団体は、地域の特性を生かし、市民協働に努めるものとする。 

（市民活動団体の役割） 

第６条 市民活動団体は、市民活動の社会的意義を認識し、その活動が理解されるよ

う取り組み、市民協働に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、地域社会の一員として市民活動に対する理解を深め、自らが有す

る資源を活用して市民活動を支援し、市民協働に努めるものとする。 

（市の役割） 

第８条 市は、市民協働の推進のための環境整備に取り組み、総合的に施策を策定し、

及び実施するものとする。 

（市の基本施策） 

第９条 市は、前条の規定に基づき、次に掲げる施策を策定し、及び実施するものと

する。 

（１）人材の育成に関すること。 

（２）活動場所の充実に関すること。 

（３）財政的支援に関すること。 

（４）情報の収集及び提供に関すること。 

（５）前各号に定めるもののほか、市民協働を推進するために必要なこと。 

（協働推進会議の設置） 

第１０条 市民協働の推進に関する事項を審議するため、安城市市民協働推進会議

（以下「協働推進会議」という。）を設置する。 

２ 協働推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する１５人以内の委員をも

って組織する。 

（１）公募による市民 

（２）学識経験を有する者 

（３）その他市長が必要と認める者 

３ 市長は、前項の規定により協働推進会議の委員を委嘱する場合は、当該委員の総

数の５分の１以上を公募による市民とするよう努めるものとする。 

４ 協働推進会議の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、協働推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長
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が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。 

（３） 安城市市民協働推進会議 規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、安城市市民協働推進条例（平成２４年安城市条例第３１号。以

下「条例」という。）第１０条第５項の規定に基づき、安城市市民協働推進会議（以

下「協働推進会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （組織） 

第２条 協働推進会議には、会長及び副会長をそれぞれ１名置き、委員の互選により

定める。 

２ 会長は、協働推進会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（運営） 

第３条 協働推進会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長を務め

る。 

２ 会議は、会長（会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長）及び委

員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

４ 前各項に定めるもののほか、協働推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が協

働推進会議に諮って定める。 

（庶務） 

第４条 協働推進会議の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。 

附 則 

この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 
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（４）市民協働推進会議委員名簿 

① Ｈ28.4.1～Ｈ28.10.31分 

No. 役職 氏名 所属及び役職等 選任区分 
（条例第 10条 2項） 

1 会長 鳥居 保 安城市町内会長連絡協議会 会長 
市長が必要と認める者 
（公共的団体） 

2 副会長 小森 義史 あんねっと会長 
市長が必要と認める者 
（市民活動団体） 

3 委員 池端 伸二  

市民（公募市民） 4 委員 木内 正範  

5 委員 古居 敬子  

6 委員 昇 秀樹 名城大学教授 学識経験者 

7 委員 草苅 玲子 安城生涯学習まちづくり企画人 代表 

市長が必要と認める者 
（市民活動団体） 

8 委員 中根 敬子 さんかく２１・安城 会長 

9 委員 古濱 利枝子 ＮＰＯ法人安城まちの学校 事務局長 

10 委員 横山 辰夫 ＮＰＯ法人愛知ネット 理事 

11 委員 大見 貴寛 一般社団法人安城青年会議所 理事長 

市長が必要と認める者 
（公共的団体） 

12 委員 日比野 繁喜 安城市ボランティア連絡協議会 会長 

13 委員 江口 和彦 碧海信用金庫 総務部 副部長 

市長が必要と認める者 
（企業関係者） 

14 委員 岩崎 光芝 
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 
人材開発本部 総務部 次長兼社会貢献
グループ グループマネージャー 
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② Ｈ28.１１.1～Ｈ３０.３.３１分 

No. 役職 氏名 所属及び役職等 選任区分 
（条例第 10条 2項） 

1 会長 

（前）鳥居 保 
安城市町内会長連絡協議会 会長 

市長が必要と認める者 
（公共的団体） 

岩井 洋二 

2 
副会

長 
小島 祥美 愛知淑徳大学 准教授 学識経験者 

3 委員 青木 一樹  

市民（公募市民） 4 委員 加畑 由紀子  

5 委員 山下 眞志  

6 委員 

（前）中根 敬子 
さんかく２１・安城 会長 

市長が必要と認める者 
（市民活動団体） 

石原 春代 

7 委員 神谷 由美子 
ＮＰＯ法人おやこでのびっこ安城 
理事長 

8 委員 草苅 玲子 安城生涯学習まちづくり企画人 代表 

9 委員 小森 義史 
安城市市民協働サポータークラブ 
会長 

10 委員 松岡 万里子 ＮＰＯ法人ｉｎｇ 理事長 

11 委員 

（前）大見 貴寛 

一般社団法人安城青年会議所 理事長 
市長が必要と認める者 
（公共的団体） 

（前）富田 晋介 

杉浦 正典 

12 委員 野上 三香子 
安城市ボランティア連絡協議会  
副会長 

13 委員 

（前）小森 誠 
碧海信用金庫 総務部長 

市長が必要と認める者 
（企業関係者） 

都築 将樹 

14 委員 

（前）野村 昌弘 

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 
人材開発本部 総務部 社会貢献グルー
プ 

（前）服部 信宏 

今井 安隆 
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（５）諮問 

 

 

 

 

 

 

（６）答申（案） 
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（７） 第２次安城市市民協働推進計画策定のための協働井戸端会議 

 参加者名簿 

№ 氏名 区分 参加団体・所属部署など 

1 牧  勝己 

公募市民 

 

2 中山 間稀  

3 中澤 じん子 北部公民館 

4 早藤 耕治 ＡＳ18会 

5 中根 敬子 さんかく２１･安城、やはぎ会、安希の会 

6 梅村 祐太  

7 吉村 美代子 池浦町福祉委員会、民生･児童委員 

8 稲垣 節江 更生保護女性会、北部公民館環境部会、ヘルスメイト等 

9 小石田 賀代  

10 板山 美里 あんじょうハッピーシルバー応援隊 

11 杉浦 加津子 市民交流センター 

12 石原 智子 市民交流センター 

13 石川 まさこ 愛知☆エデュースター 

14 木下 直美 NPO 法人 ing、読み聞かせ、高齢者疑似体験たけうま等 

15 和田 ひろみ にこにこ紙芝居 

16 二階堂 多恵子  

17 山下 眞志 北部コミュニティ会議防災防犯部会 

18 藤野 千秋 

町内会代表 

城南町内会 

19 白谷 隆子 城南町内会 

20 大見 博昭 新田町内会 

21 沓名  学 和泉町内会 

22 神本 正博 和泉町内会 

23 岩月 茂夫 東栄町内会 

24 稲垣 早実 二本木連合町内会 

25 萩森  一 二本木連合町内会 

26 天野 竹行 

ＮＰＯ代表 

NPO 法人愛知ネット 

27 松岡 万里子 NPO 法人 ing 

28 加藤 早苗 NPO 法人子育てネット中部虹の会 

29 竹中 義正 NPO 法人エコネットあんじょう 

30 鶴田  巧 NPO 法人エコネットあんじょう 

31 塚原 信一 NPO 法人コミュニティサポーターほっぷ 

32 神谷 由美子 NPO 法人おやこでのびっこ安城 

33 山崎 瑞穂 NPO 法人おやこでのびっこ安城 
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№ 氏名 区分 参加団体・所属部署など 

34 小森 義史 

ファシリテーター 市民協働サポータークラブ 

35 神谷 和明 

36 古居 敬子 

37 旭  梧郎 

38 荻野 留美子 

39 筒井 広治 

40 内藤 菜穗子 

 全体プログラム 

開催時期  主なプログラム（予定） 

【第 1 回】 

平成２９年 

２月１９（日） 

テーマ：『【現計画の振り返り・評価】４年間で進んだ協働、進まなかった

協働』 

▼メンバー同士で知り合いになろう！（アイスブレイク） 

▼振り返り：第１次市民協働推進計画について知ろう！ 

▼評価：計画に基づいてこの４年間で進んだ協働、進まずに依然として

課題として残っている協働（新たな課題も含む）を市民目線か

ら洗い出そう！  

【第２回】 

平成２９年 

３月２５日（土） 

 

テーマ：『【学び・課題出し】これからの協働のヒントと安城の方向性』 

▼ミニ講義①：（仮題）志縁と地縁、多様な主体による課題解決型の協働 

▼ミニ講義②：（仮題）成果志向型のまちづくり－新たな支援のカタチ 

▼第１回のワークの結果とミニ講義を踏まえ、あんじょうの協働の主要

課題と今後の方向性を出し合おう！  

【第３回】 

平成２９年 

４月１６日（日） 

テーマ：『【アイデア出し】「地域課題解決のための協働事業」のアイデア出

し』 

▼第１回、２回の協働井戸端会議の振り返り 

▼地域課題解決のための協働事業のアイデアを出そう！ 

【第４回】 

平成２９年 

５月２７日（土） 

テーマ：『【アイデアの肉付け】協働事業アイデアの具体化』 

▼第３回で出し合ったアイデアの中で具体化したい、具体化できる人が

集まってグループを編成 

▼第３回で出し合ったアイデアを肉付け（アイデアを具体化）して、施

策・事業・活動の提案シートにまとめよう！ 

▼提案シート（プロジェクトシート）を発表・評価し合って、まとめよ

う！ 

【第５回】 

平成２９年 

７月１５日（土） 

テーマ：『【アイデアを練り練り】協働事業アイデア（協働提案）の磨き上げ』 

▼合わせて、計画案の全体構成を確認しよう！ 
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